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　都市再生整備計画事業では、地域が抱える課題やまちづくりのビジョンに基づき、まちづくりの目
標や数値指標を達成するために必要な事業を記載した都市再生整備計画を作成（Plan）し、成果を意識
しながら事業を実施（Do）し、交付期間終了時に目標の達成度を評価(Check)するとともに、必要な改
善点は速やかに改善(Action)するという一連のサイクルを導入しています。

都市再生整備計画事業とは

■目的
都市再生整備計画事業は地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを

実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・
社会の活性化を図ることを目的としています。

■制度の特徴
　都市再生整備特別措置法第４６条第１項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備
計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金を交付します。
　平成１６年度に、「まちづくり交付金」制度として創設され、平成２２年度からは、社会資本整備総合交付金
に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付けられています。

都市再生整備計画
の作成

　　市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標
を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生
整備計画を作成し社会資本総合整備計画に位置づけます。

Plan

事業の実施
Do

交付金の交付
都市再生整備計画事業の
国費率は概ね４割

　　市町村は、都市再生整備計画に基づき、まちづくりの
目標達成に必要な事業を実施します。
　国は、年度ごとに交付金を交付します。

事後評価 Check
　交付期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する
事後評価を実施し、その結果等について公表します。

必要な改善策
の実施 Action

　市町村は、事後評価結果を踏まえ、新たに浮き彫りに
なった課題への対応策を検討し、今後のまちづくり
(二期計画等)に活かします。

公表

公表

都市再生整備計画
○市町村が、社会資本整備総合交付金の交付を受け、都市再生整備計画事業を実
　施しようとするときは都市再生整備計画及び社会資本総合整備計画を国土交通
　大臣に提出する必要があります。
○都市再生整備計画は、まちづくりの目標や計画区域、計画期間、目標を定量化
　する指標及び事業内容等を記載したものです。
○交付期間は、概ね３～５年となります。

都市再生整備計画の評価
○都市再生整備計画の評価には、「事前評価」「モニタリング」「事後評価」があり
　ます。
○事前評価では、計画の妥当性、効率性、実現可能性を確認します。
○事後評価では、目標の達成状況等を確認し、今後のまちづくり方策等を明
　らかにします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

にぎわいと活力のある
まちづくり

アメニティ向上を目指した
まちづくり

少子・高齢化に対応した
まちづくり

公共交通を活かした
まちづくり

観光資源を活かした
まちづくり

安全・安心の
まちづくり

環境に配慮した
まちづくり

歴史・文化を活かした
まちづくり

長野灯明祭り
長野県長野市「善光寺表参道地区」

オープンカフェ事業
広島県広島市「広島都心地区」

児童館の整備
長野県佐久市「浅科地区」

むし湯温泉整備事業
大分県別府市「鉄輪温泉地区」

コミュニティバス運行社会実験
愛知県豊田市「豊田市駅周辺地区」

防犯パトロールの実施
東京都町田市「町田駅周辺地区」

風力発電施設の整備
高知県梼原町「梼原地区」

歴史的まちなみの保全
愛知県犬山市「犬山城下町地区」

まちなかににぎわいと活力を創出す る
ため、長野の特色を活かしたライトアップ
や演奏会等のイベントを開催しました。

河岸緑地でのオープンカフェの実施 や
水辺の演出照明等により、水辺の賑わいづ
くり、都市の魅力づくりを進めています。

子どもたちの健全育成を図るため、安心
して学習・交流するための施設として、児
童館を整備しました。

駅を中心とした公共交通機関の機能 強
化を図るため、コミュニティバス運行の社
会実験を行っています。

市民や観光客の交流を進めることに よ
り賑わいを再生するため、老朽化が進む公
営温泉（むし湯温泉）を再整備しました。

環境にやさしく、自然と共生のできるま
ちのシンボルとして、風力発電システムを
整備しました。

地区内の住民との協働や、市民活動団体
の育成を通じ、歴史資産を活かしたまちづ
くりを総合的に推進しています。

まちづくりの目標を達成する
ためには、基幹事業だけではな
く、地域の実情に応じた多様な
事業を効果的に実施することが
重要です。
都市再生整備計画の提案事業
では、市町村が自主性・裁量性
を発揮し、地域の創意工夫を活
かした事業の実施が可能です。

基幹事業との
一体的な実施による
効果的なまちづくり

提案事業の活用事例
平成16年度の制度創設以来、地域の創意工夫を活かした様々な提案事業が行われてきました。
ここでは、その取り組みの一部をご紹介します。

街なかで安心して時間を過ごすことが
できるようにするため、防犯パトロールを
実施しています。



にぎわい創出イベントの支援 コミュニティバス運行社会実験

都市再生整備計画事業で実現できる個性あふれるまちづくり

活力と魅力にあふれ、暮らす人にも訪れる人にも
快適なまちづくりを応援します。

都市再生整備計画事業では、市町村が目標や指標について自由に設定し、
　　　　目標達成のために各種事業を実施することができます。

にぎわいと活力のあるまちづくり

公共交通を活かしたまちづくり

安全・安心のまちづくり 環境に配慮したまちづくり 歴史・文化を活かしたまちづくり

観光資源を活かしたまちづくり

少子・高齢化に対応したまちづくり

目標例：中心市街地におけるにぎわい再生
指標例：地区への来街者数［人／年］、新店舗設立数［件］、
            従業者数［人］  等

目標例：交通網、交通結節点の整備改善による利便性
            の向上
指標例：交通混雑度、乗換所要時間［分］  等

目標例：地域の防災性・安全性の向上
指標例：耐震化率［％］  等

目標例：水、緑の活用による環境負荷の低減
指標例：緑被率［％］  等

目標例：歴史・文化資源の保全・活用による魅力の向上
指標例：地区への来街者数［人／年］　等

目標例：観光、交流、地域連携による地域づくり
指標例：宿泊者数［人／年］、地域来訪者［人／年］  等

目標例：誰もが安心・快適に暮らせる生活環境の創出
指標例：満足度［％］、バリアフリー化率［％］  等

事業例

事業例

事業例 事業例 事業例

事業例

事業例

●モール化
  （歩行者ネットワーク軸）の整備
●多目的広場の整備
●にぎわい創出イベントの
   支援　等

●街路事業・道路事業
●駅前広場・歩行者デッキ・
   自由通路の整備
●パークアンドライド駐車場
   の整備　等

●防災広場の整備
●避難路の整備
●防災マップ作成等の防災活動
  の支援　
●防犯灯の整備　等

●公園の整備
●下水道の整備
●市民花壇等による歩道修景　
   等

●歴史的景観の整備
●歴史的建造物を活用した
   各種交流施設整備
●電線類の地中化　等

●観光交流センターの整備
●観光ボランティアガイド
   の充実支援　等

●子育て世代活動支援センター
　の整備
●歩行空間のバリアフリー化
●地域優良賃貸住宅の整備
　等

アメニティ向上を目指したまちづくり
目標例：自然環境や地域資源を活かした魅力の向上
指標例：住民満足度［％］  等

事業例

●道路の高質化
●休憩施設の整備
●せせらぎ整備   等

〈まちづくりのイメージ〉

基幹事業 提案事業



稚内から石垣まで、都市再生整備計画事業によるまちづくりが全国で進められています。

市町村別実施割合

都市再生整備計画事業の活用状況

都市再生整備計画の地区数の推移

平成２３年４月現在、これまでに全国２０４1地区において、都市再生整備計画事業が活用されています！
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市町村別実施割合

※グラフの数字は、(延べ実施市町村数）／（項目に該当する全自治体数）を示す。
　市には特別区を含む
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社会資本整備総合交付金とは

■目的
　社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援するこ
とにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善
及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的としています。

■概要
　地方公共団体が社会資本総合整備計画を作成し、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業
のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的･一体的に支援します。
　社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に
原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平
成22年度創設されました。
　交付対象事業として基幹事業・関連事業があり、都市再生整備計画事業は基幹事業の一つとな
っています。

※１ ※２

※１　基幹事業･･･社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付金事業者が実施する基幹的な事業（道路事業、公園事業、河
　　　　　　　　川事業等）。
※２　関連事業･･･社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体的に実施する次に掲げる事業等。

基幹事業・提案事業･･･基幹事業とは道路、公園、下水道、地域交流センターなどまちの基幹となる施設等の整備に関す
　　　　　　　　　　る事業。提案事業とは社会実験、まちづくり活動など市町村の提案に基づく事業。

※３　都市再生整備計画事業における

　
○関連社会資本整備事業

　　　社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体的に実施することが必要な社会資本整備重点
　　計画法第2条第2項各号に掲げる事業及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2
　　条第1項に規定する公的賃貸住宅の整備に関する事業。
　 ○効果促進事業
　　　社会資本総合整備計画の目標を実現するため基幹事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事
　　　業等。

※１ 基幹事業･･･社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付金事業者が実施する基幹的な事業（道路事業、公園事業、河

社会資本整備総合計画

住宅・社会資本の整備 効果促進事業

【基幹事業】
道路事業　　 港湾事業
河川事業　　 下水道事業

都市再生整備計画事業

　　　　

（基幹事業＋提案事業）
住環境整備事業　　等

【関連社会資本整備事業】
各種「社会資本整備事業」
（社会資本整備重点計画法）

「公的賃貸住宅の整備」

計画の目標実現のため基幹
事業と一体となって、基幹
事業の効果を一層高めるた
めに必要な事業・事務
(全体事業費の20％を目途)

＋＋

社会資本総合計画に掲げる政策目標の達成

　都市再生整備計画事業の他に、他の基幹事業や関連事業（関連社会資本整備事業、効果促進事業)
を適宜組み合わせることにより、より効果的なまちづくりを行うことが可能に。

※３



　市町村が都市再生整備計画事業を位置づけた社会資本整備総合交付金の交付を受けるためには、都市再生整備計画を位置
づけた社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することが必要です。
　都市再生整備計画には、基幹事業･提案事業の２つの事業を位置づけることができます。
　都市再生整備計画の計画期間は、概ね３～５年です。その後も継続して事業を行う場合には、第２期の計画を作成することが
可能です。

交付対象
※個別事業の詳細につきましては、「社会資本整備総合交付金交付要綱」をご参照ください。

※都市再生整備計画に位置づける事業は基幹事業のみでも可能。ただし提案事業のみでは不可。
※市町村以外の者（NPO法人等）が市町村から、その経費の一部に対して補助を受けて実施すること（間接交付）も可。（一部事業を除く）

都市再生整備計画事業の交付対象事業について

市町村または協議会が実施する以下の事業

基幹事業

提案事業

対象事業名 対象施設等
道路
公園
河川
下水道
駐車場有効利用システム
地域生活基盤施設

高質空間形成施設

緑地
広場
駐車場（共同駐車場含む）
自転車駐車場
荷物共同集配施設
公開空地（屋内空間も含む）
情報版
地域防災施設
緑化施設等
電線類地下埋設施設
電柱冷暖房施設
歩行支援施設・障害者誘導施設等
地域交流センター
観光交流センター
まちおこしセンター
子育て世代活動支援センター
複合交通センター
人工地盤等

公営住宅
地域優良賃貸住宅

市町村の提案に基づく調査・事業

高次都市施設

既存建造物活用事業
土地区画整理事業
市街地再開発事業
住宅街区整備事業
地区再開発事業
バリアフリー環境整備促進事業
優良建築物等整備事業
住宅市街地総合整備事業
街なみ環境整備事業
住宅地区改良事業等
都心共同住宅供給事業
公営住宅等整備

都市再生住宅等整備
防災街区整備事業

まちづくり活動推進事業
事業活用調査

地域創造支援事業



交付対象事業費に占める提案事業費割合と国費率の関係

都市再生整備計画に位置づけられた事業の実施に必要な事業の概ね４割を交付します。

国費率の算定方法

※1  国として特に推進すべき施策への支援の強化

※2  中心市街地活性化に関連する地区における提案事業への支援の拡充

都 市 再 生 整 備 計 画 事 業の 国 費 率 に ついて

都市再生整備計画の区域及び事業に関する一定の要件を満たすことが必要です。

○都市再生緊急整備地域の区域
○認定中心市街地活性化基本計画の区域
○認定歴史的風致維持向上計画の区域
○認定先導的都市環境形成計画の区域
○地域公共交通総合連携計画及び認定都市・地域総合交通戦略の区域

○都市再生整備計画区域と認定中心市街地活性化基本計画の計画区域の重複する部分が、いずれかの区域の概ね３分の２
以上であり、かつ、商業、業務及び居住等の都市機能が相当程度集積し、認定基本計画に位置づけられた主要な事業等が存
する一団の土地の区域を含むこと。

○主たる提案事業が、認定中心市街地活性化基本計画に位置づけられていること。

このほか事業に関する要件があります。詳細は「社会資本整備総合交付金交付要網」をご参照ください。

①交付対象事業費（A+B）の

②基幹事業（A）の

i ） 40％    または    ii ) 45%

a） 10／ 9  の 1／2   または    b）
 

10／8
  

の 1／2

①、②のいずれか少ない金額となる率が国費率となります。

上記により交付対象事業費に占める提案事業費の割合と国費率の
関係を図示すると下図のようになります。

【区域に関する要件】（都市再生整備計画の区域が以下の区域に含まれていることが必要）
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ii）は国として特に推進すべき施策に関連する一定の要件を満たす地区
      

※1  の場合［ ［

b）は認定中心市街地活性化基本計画に関する一定の要件を満たす地区
      

※2  の場合［ ［

ア　通常の地区の場合  i ）  または  a ）

イ　認定中心市街地活性化基本計画に関する
　　一定の要件を満たす地区 ※2の場合  
　　　　　　　　　　  i ）  または  b ）

ウ　国として特に推進すべき施策に関連する
　　一定の要件を満たす地区 ※1の場合
                                ii ）  または  a ）

エ　イ、ウ両方の要件を満たす地区の場合
　　　　　　　　　　  ii ）  または  b ）

例）　i ） 式 ＝ a ） 式となる場合の
       基幹事業A：提案事業B ＝ 72％：28％

ア イ

ウ エ


